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○にかほ市スポーツ合宿等誘致事業費補助金交付要綱 
令和４年４月１日 

告示第４４号 

（趣旨） 

第１条 市内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用して実施する、市外からのスポーツ合宿

等を支援することで、スポーツを通じた交流の推進、地域経済の活性化及び市内スポー

ツ団体の技術力向上を図ることを目的とする、にかほ市スポーツ合宿等誘致事業費補助

金（以下「補助金」という。）の交付については、にかほ市補助金等の交付に関する規

則（平成１７年にかほ市規則第４２号。以下「規則」という。）の規定によるほか、以

下に必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) スポーツ合宿等 スポーツの強化練習及び強化試合並びに本市で開催される全国

規模又は東北規模の大会参加のための宿泊を伴う活動をいう。 

(2) スポーツ団体 小学校、中学校、高等専門学校、高等学校、大学並びに社会人が所

属するスポーツ部及び団体等（同好会を含む。）をいう。 

(3) 宿泊施設 市内の旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条で規定する旅館・

ホテル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設（合宿所、スポーツ施設に付随する宿所、

バンガロー、ログハウス、キャンプ場、その他趣旨に合致しないと認められる施設等

は除く。）をいう。 

(4) 参加者 選手及び指導者等（部長、監督、コーチ及びマネージャー等をいい、保護

者や付添人は含まない。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、市内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用してスポーツ合

宿等を実施する市外のスポーツ団体とする。 

（交付の要件） 

第４条 補助金の交付の対象となるスポーツ合宿等は、次の各号に掲げる要件を全て満た

すものとする。 

(1) 市内のスポーツ施設を利用し、かつ、市内の宿泊施設に連続して２日以上宿泊する
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こと。 

(2) 全国規模又は東北規模の大会に参加の場合は、市内のスポーツ施設が開催要項等に

会場として記載されていること。 

(3) スポーツ合宿等の参加者が５名以上であること。ただし、別表中トッププロリーグ

クラス以上については、この限りでない。 

(4) 営利を目的としていないこと。ただし、別表中トッププロリーグクラス以上につい

ては、この限りでない。 

(5) 宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。 

(6) 宿泊に係る経費について、市の他の補助金を受給していないこと。 

(7) その他市長が不適当と認めるものでないこと。 

（補助対象経費、補助金の額及び補助限度額） 

第５条 補助の対象となる経費、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算

の範囲内で決定する。ただし、オリンピック、ワールドカップ、世界大会などの国際大

会等で活躍した選手などが所属し、市のスポーツ振興、地域振興に貢献するものと市長

が認めた場合は、別表中最大の上限額の範囲内で決定するものとする。 

（補助金の申請等の手続） 

第６条 補助金の申請、決定、報告等の手続については、規則の定めるところによるほか、

次に定めるとおりとする。 

(1) 申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。 

ア 事業（変更）計画書（様式第１号） 

イ 宿泊者名簿（様式第３号） 

(2) 実績報告は、スポーツ合宿等が終了後２０日以内に、実績報告書に次に掲げる書類

を添えて提出するものとする。なお、宿泊者に変更があった場合は、宿泊者名簿（様

式第３号）を改めて提出するものとする。 

ア 事業実績書（様式第２号） 

イ 宿泊証明書（様式第４号） 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と定める書類 

（実施期間） 

第７条 補助事業の実施期間は、令和９年３月３１日までとする。 

（その他） 
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第８条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月１９日告示第２１号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 スポーツ合宿等に要する経費のうち宿泊料 

補助金の額 

  

 トッププロリーグクラス以上 ３，０００円×延べ宿泊者数 

プロスポーツ団体 ２，０００円×延べ宿泊者数 

一般 １，０００円×延べ宿泊者数 

補助限度額 

  

 トッププロリーグクラス以上 １団体１回当たり８０万円 

プロスポーツ団体 １団体１回当たり３０万円 

一般 １団体１回当たり１５万円 

※備考 

トッププロリーグクラス以上とは、全日本、日本代表、プロ野球リーグ、サッカーJ１、

J２、J３、バスケットボールB１、バレーボールV１などをいう。なお、プロリーグのラ

ンクが無い種目は「プロスポーツ団体」を適用する。 
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